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兵庫県行政書士会

後で困ったことが起きないように！
予防法務は行政書士へ！

（題字 兵庫県知事 井 戸 敏 三 氏筆）

パラグライダーのまち、青垣町
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TOPICS 広報月間 実施報告 PART 2

知財 れ これあれ これ

「マンガで学ぶ  知的財産管理技能検定」
Season2

著者：弁理士	 本間　政憲
監修：香川大学　教授1級知的財産管理技能士	村井　　礼

　従来は、限定されたケースについて個別の規定を設けていたが、H23年法改正により｢特許を受ける権
利を有する者の行為に起因して｣新規性を喪失した発明にまで拡大することとした。
　したがって、マンガの｢TVインタビューで公知となった発明｣でも本例外規定の適用を受けることが可
能となった。
　なお、｢特許を受ける権利を有する者の意に反して｣新規性を喪失した場合は、従来通り適用を受けるこ
とが可能である。

30条（新規性喪失の例外規定）について


